
■主催：北九州商工会議所　■共催：福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

TEL（093）541－0192   FAX（093）531－1759
北九州商工会議所 専門相談センター 担当：藤井・白石問い合わせ先

■後援 ： ㈱日本政策金融公庫北九州支店・八幡支店            紹介先 ：

※ご記入いただいた個人情報は本セミナーの運営事務、会議所事業のご案内に利用します。

事業所名

代表者名

Ｔ  Ｅ  Ｌ

業　　種

備　　考
（具体的に聞きたい内容がありましたらぜひご記入ください。セミナー終了後に個別相談(先着順)を希望される方もこちらにご記入ください。）

（年齢　 歳）

□ 小売業　□ 飲食業　□ 製造業　□ 建設業
□ サービス業　□ その他（ 　　　　　　）

所  在  地

参加者名

E-mail

事業内容

　M&Aによる事業の譲受（買収）を通じて事業の
拡大・強化を目指す譲受希望者を対象に、事業承継
の全体像や引き継ぎの流れ、事業承継・引継ぎ支援
センターによる支援についてお伝えします。
　※センターの買い手事業者として登録するには本説明会の参加が必須です

講　　師

　地元金融機関にて15年間勤務し、中小企業
約800社の親族承継・従業員承継・第三者承継
の支援業務を経験。M＆A専門部署の立ち上げ
にも携わるなど、中小企業に対するM＆A支援
実績のほか、資金調達や創業支援などで豊富な
支援実績を有する。

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
サブマネージャー 林田 幸博氏

（中小企業診断士）

■ 申込 二次元コード、または下記申込書にご記入のうえファクスにてお申し込みください。
セミナー終了後に個別相談(先着順)を希望される方は備考欄にご記入ください。
追ってご連絡いたします。

参加申込書   FAX（093）531－1759 参加費
無料

つながる、広がる、
M&Aのチカラ

内 容
●事業承継・引継ぎ支援センターとは
　センターの概要と支援スキーム、これまでの相談実績
●事業を引き継ぐまでの流れ
　買い手事業者として登録し、情報提供、マッチングから
　契約までの流れ
●M＆Aアドバイザーとは
　財務･法務等、M&Aに関する専門家の選定・報酬 など

会場 ３０名※参加証は発行しません。   当日会場に直接お越しください定　員

13：00～
14：303月4日（水）令和8年

日　時

北九州商工会議所9階ホール
小倉北区紺屋町13-1

場　所

事業譲受希望者（買い手）向け登録説明会事業譲受希望者（買い手）向け登録説明会
出
会
い
が
生
む
新
た
な
可
能
性

※必須
※必須

裏面の誓約書及び同意書を確認し、チェックを入れてください。
□登録説明会の参加にあたり、裏面「反社会的勢力排除に関する誓約書」について誓約する。※必須
□登録説明会の参加にあたり、裏面「情報の取り扱いについて」に同意する。※必須



　当社及び私は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。なお、この誓約が虚偽で
あり、又はこの誓約に反したことにより、当社（私）が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、北九州
商工会議所及び福岡県事業承継・引継ぎ支援センターにおいて必要があると判断した場合に、当方の個人情報を警察に提供
することについて同意します。

記

1.　福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援対象として不適当な者

（1）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営
　　 業所（支援対象の事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している
　　者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3 年法律77 号）第2 条第2 号に規定
　　 する暴力団を言う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
（2）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴
　　力団員を利用するなどしているとき
（3）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の
　　維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
（4）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
（5）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2.　福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援対象として不適当な行為をする者
（1）暴力的な要求行為を行う者
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（3）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（4）偽計又は威力を用いてセンターの業務を妨害する行為を行う者
（5）その他前各号に準ずる行為を行う者

（事業関係者による情報利用）

　本事業の遂行及び本事業の評価・分析、制度・運用の改善、効果的な政策の企画立案（以下、「本事業の評価等」という。）

の目的のために、本情報を福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが、他の事業承継・引継ぎ支援センター、独立行政法人中小

企業基盤整備機構（中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部）、経済産業省及び中小企業庁に提供し、目的の範囲内において

本情報を統計的に処理した上で匿名化した結果を公表することがあること。

（本事業の評価分析等のための情報利用（統計的処理の外部委託））

　また、経済産業省及び中小企業庁は、本事業の評価等の目的の範囲内において、経済産業省及び中小企業庁が指定する者

に対し、必要かつ適切な監督を行うことを前提に本情報のうち一部を削除又は加工したものを提供することがあり、当該指

定した者は当該情報を統計的に処理した上で匿名化した結果を公表することがあること。

以上

当社は、登録説明会の参加にあたり、下記の事項について誓約をいたします。

反社会的勢力排除に関する誓約

反社会的勢力排除に関する誓約書

情報の取扱いについて

登録説明会の参加にあたり、当社及び私に関する情報は下記記載のとおり取り扱われることに同意します。

情報の取り扱いについての同意


